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特別徴収対象事業所 御中

日頃より個人住民税特別徴収事務へのご理解･ご協力をいただき、厚く御
礼申し上げます。

この｢特別徴収のしおり｣は、事務が円滑に進むよう、注意事項や各種届出
様式等をまとめたものです。

町ホームページにも様式データ等を掲載しておりますのでご活用ください。

同封した書類
以下の書類を同封しましたのでご確認ください。

1 納入書(年税額0円･共通納税等をご利用の事業所を除く)

2 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
(電子通知希望の事業所除く･3も同じ)

3 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
※中を開かずに本人へ配布してください。
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通知書に特別徴収できない方が含まれていた場合

給与支払報告書の提出後に退職したが届け出ていない、普通徴収の理
由が不明･不適切等の場合には、貴事業所での特別徴収として通知書を
送付していることがあります。

特別徴収できない方が含まれていた場合は、その方宛の税額通知書を
同封のうえ、直ちに給与所得者異動届出書(P.13)を提出してください。

月割額の徴収･納入について

3

特別徴収義務者用の税額通知書に記載された各納税義務者の月割額
をご確認のうえ、6月から翌年5月までの毎月の給与から徴収してください。

徴収した月割額の合計額を、翌月10日(休日の時は10日以降最初の
平日)までに下記の指定金融機関等で納入してください。

･八郎潟町役場税務会計課 ･北都銀行 ･秋田銀行 ･秋田信用金庫

･あきた湖東農業協同組合 ･東北6県内の郵便局･ゆうちょ銀行



指定金融機関等がお近くにない場合
お近くの郵便局･ゆうちょ銀行に指定通知書(P.9)をご提出いただくことで、
東北6県内と同様に納入することができます。提出先の名称変更等がない
限り有効ですので、毎年ご提出いただく必要はございません。

特別徴収税額の納期の特例
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給与の支払いを受ける方(当町以外の方含む)が常時10人を下回る事業
所に限り、納期の特例に関する申請書(P.11)をご提出いただくことで月割額
の納入を年2回で済ませることができます。(滞納状況等により申請を承認で
きない場合や、承認を取り消す場合もございます。)

納期限後の納入について
特別の理由なく月割額を納期限までに納入しなかった場合には、納期限の
翌日から納入の日までの日数に応じ延滞金が加算されます。

また、納期限までに納入しなかったために督促を受け、その督促状を発した
日から起算して10日経過した日までにその税金を完納されない場合には、
滞納処分を受けることとなります。



異動届出書の提出について
給与の支払いを受けなくなる方や、特別徴収を開始･再開される方がいる
場合には、直ちに異動届出書(①~③:P.13、④:P.15)をご提出ください。
届出が遅れると、従業員様に不利益が生じる場合もありますので、お忘れの
ないようにご注意ください。

なお、納入書は再送いたしませんので、お手元の納入書の金額を訂正して
お使いください。また、特記事項がない場合には送付文書等は不要です。

②未徴収税額を一括徴収する場合 (翌年1月以降必須)
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未徴収の税額を退職金や最後の給与等から差し引いて納入する場合は、その税
額及び何月分の月割額とあわせて納入するかを届出書にご記入ください。
翌年1月以降の異動者の未徴収税額は、本人の申出がなくても、一括徴収する
ことが義務づけられています。

①転勤先で特別徴収する場合

転勤先で引き続き特別徴収を行う場合には、必ず届出書に転勤先の所在地･名
称等をご記入ください。



③普通徴収により納税義務者本人が納める場合

12月末日までに異動され、未徴収税額の一括徴収の申出がない方は、残額を本
人が納付書等で直接納付(普通徴収)することになります。

当町の普通徴収の納期は6月･8月･10月･12月の4回です。届出後に到来する
納期に残額を振り分けるため、特別徴収より各納期の納付額は高くなります。事前
に納税資金をご準備いただくよう、異動者へご説明ください。

事業所の所在地や名称等に変更がある場合
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事業所の所在地や名称、連絡先などを変更した場合や、書類の送付先を
変更したい場合には、所在地･名称変更届出書(P.17)をご提出ください。
代表者の変更については届出不要です。

④特別徴収を開始･再開する場合

普通徴収となっている方を特別徴収に切り替える場合には、通常の異動届出書で
なく特別徴収への変更依頼書をご提出ください。

なお、納期限を過ぎたもの、過年度の追徴分等は、未納であっても特別徴収にで
きません。本人が納付するようにご指導願います。



各種届出様式･eLTAXのご紹介

個人住民税の特別徴収に関する各種届出の様式と記載例を掲載します。
コピーしていただくか、町ホームページから様式をダウンロードしてご利用ください。

また、様式名の後ろに(eL)と記載のあるものは、eLTAX(地方税ポータルシ
ステム)による電子申請が可能です。チェック機能でデータの不備を送信前に
確認･修正でき、発送にかかるコストも削減できます。既にeLTAXをご利用の
場合は、eLTAXでのご申請をおすすめします。

eLTAXは、インターネットに接続可能なPCがあれば無料でご利用いただけ
ます。当町の指定金融機関等以外の口座からも地方税の納付･納入を行
えるといった利点もありますので、まだ利用されていない事業所様も、この機会
にぜひ導入をご検討ください。

eLTAXの詳細につきましては、eLTAXホームページ
(https://www.eltax.lta.go.jp)をご覧いただくか、eLTAXヘルプデスク
(TEL:0570-081459)へお問い合わせください。
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https://www.eltax.lta.go.jp/


様式目次

P. 9~10 指定通知書

P.11~12 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(eL)

P.13~14 給与所得者異動届出書(eL)

P.15~16 給与所得者異動届出書(特別徴収への変更依頼書)(eL)

P.17~18 特別徴収義務者の所在地･名称変更届出書(eL)
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記入例
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記入例

左上:特別徴収継続の場合
8月給与から新事業所で徴収

右上:一括徴収の場合
3月給与で残額を一括徴収

左下:普通徴収の場合
長期休職のため新年度は本人納付
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記入例
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記入例


